
［2］I　 第９　粉末消火設備

第 ９　 粉末消火設備 （令第18 条）

９。１　設置を要する防火対象物(4.1  (1)参照）

９．２　設置の制限（移動式が設置できる場合を除く。）（指導）

自走式駐車場の内駐車の用に供する部分の床面積の合計が2,000㎡未満のも

ので，次に適合するもの。

（1） 一の防護区画の床面積が500㎡以下であること。

（2） 防護区画ごとに，２以上の避難口を設け，有効に二方向避難を確保したも

のであることｃ

（3） 防護区画の各部分から一の避難口までの歩行距離が20m 以下であること。

９．３　防護区画の構造等

７．４の例によること。ただし，開口部についての注１の規定は適用しない。

９．４　安全対策

８．５によること。

９．５　非常電源（［5］I 第１ 参照）

９．６　電気配線（⑤Ｉ 第２参照）

９．７　粉末消火設備構成例図
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容器弁開放装置

９．７ 図 １
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